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海運九条の会結成 2周 年

(2008. 11. 26)

を記念 して、
一橋大学の渡

辺先生をお迎えして、講演

会が都内で開催 されま し

た。

講演に先立って、事務局

から結成総会以降の活動状

況と、財政状態が報告され

ました。

渡辺先生の講演では、安

倍政権による改憲強行路線

が、・改憲反対の運動や構造

改革の矛盾の爆発で破綻 し

たこと。麻生政権が、民主

党を巻き込んで改憲策動を

立て直そ うとしているこ

と。オバマ政権の対 日姿勢

と国内の流動する政治情勢

を踏まえて、米軍再編への

協力 ・派兵恒久法 ・海賊新

法 ・新憲法制定国会議員同

盟の地方支部作 りなど、改

憲勢力の巻き返しが始まつ

ていることなどt縦 横に語

られました。

改憲を阻止する決定的な

条件は、来るべき衆院選に

おいて、共産党、社民党が

前進 してこの数を加えない

と衆院で多数派になれない

状況を作 り出すことができ

るかどうかであることが強

調されました。

最後に私たちの九条の会

をいっそう大きく、アジア

と世界に広げ、 9条 だけで

なく25条 を生き返 らせる

ために、私たちの運動に確

信を持とうと呼びかけられ

ました。

参加者から、憲法と暮 ら

しぶ りの関係 が、良 くわ

かったとの感想が寄せられ

ました。

会の最後に、参加者から

日本政府は、アデン湾・

ソマ リア沖への自衛艦派遣

を強行 し、海賊対処法を強

行成立 させ よ うとしてい

る。
一船員OBと しても看過

できないものである。

1、 自衛艦派遣では船員・

船舶の安全は守れな

い 。

派遣自衛艦による護衛

は、アデン湾内だけでも補

給その他を含めると片道平

均3日 間を要するといわれ

ており、1船団5隻 として

年間約600隻 しか護衛で

きない(4月 1～15日実績は

日本船籍船 1隻、外国籍船

20隻(内日本船員乗船4隻)

防衛省報告)。 日 本関係

船の護衛対象船が年間延

2,000隻 といわれてい

るので、1/3し か護衛で

きないことになる。海賊に

してみれば対象船には事欠

ソマリア海賊問題に関する

「会」の意見表明ないし、

呼びかけを取り纏めてはど

うかとの提案があり、事務

局と在京の呼びかけ人で文

案を練り、別掲のアピール

を 「会」として出すことに

しました。 (海運九条の会

ホームページにも掲載して

おります。)

かず、海賊事件は減少せ

ず、む しろ日本関係船が

ターゲットとなる危険性が

高まる。

国際連携がいわれている

が、ソマリア東方洋上に海

賊事件が広まりつつあり、
「世界中の海軍の艦船をす

べてノマリア沖に集めても

問題は解決しない」 (モレ

ル米国防総省報道官)と も

いわれている。

2、 「船員の心情」が悪用

されている。

船員の多くは、自衛艦派

遣で船員の安全が守られる

などとは思つていない。そ

の上、自衛艦派遣が憲法改

悪 ・国際的な武力行使 ・海

の戦場化等の促進に結びつ

く危険性があるとあつて

は、そんな代償を払つてま

で自衛艦の派遣を要請する

気にはなれない。

ましてや 「海運界の要請」
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とやらを悪用して、議会や

国民的論議をもすつ飛ば

し、自衛艦派遣が強行され

たとあっては黙つていられ

ない。 自 衛隊派遣と海賊

対処法には断固反対する。

少なくとも船員をダシ

(人質)に使うことを拒否し

たい(私が接触した船員・船

員関係者の多くが同様の心

情を吐露していた)。

3、他に方途は無いのか?

海賊が出没する航路の回

避 =船 員 ・船舶の安全 に

とつて最も有効な方途であ

る。
コス トが嵩むとの見解が

あるが、自衛臓の派遣費

用、燃料費、スエズ運河通

行料、諸保険の加算料、待

機時間等を勘案すれば、安

全かつ経済的にも有効とい

えるのではない力、

航路回避となれば、スエ

ズ運河を抱えるエジプ トを

始め、紅海沿岸諸国には大

きな影響が出るので、それ

への対策及びそれらの諸国

とも協力して、ソマリアの

復興に世界的に取り組むこ

とは当然欠かすことができ

ないものとなる。

その他、考えられること

は多くあるが、船員に関係

深いことのみにとどめた。
「日本国憲法の精神の高

揚と世界平和」を真剣に考

えてほしいものである。

( S . K )

海遅れ余あ会=aロ ス

結成2周年記念講演会開催される
2 0 0 9 年 1 月 2 4 日

渡辺治一橋大学教授の講演に21名 が集う

一船員OBか らみた
自衛艦派遣問題
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●

海上自衛艦のソマ リア派遣 と海賊対処法に反対するアピール
●

2009年 3月 14日 、海上自衛艦 rさざなみJと 「さみだれ」がソマジア沖の海賊から、我が国の船員 。船舶 ・貨物の警試

を名目に、呉港を出航した。同日、政府は、現行自衛隊法の任務に加え、武器使用(危害射撃)や外国船警護も可能とする 「

を閣議決定し、国会に上程した。

日本国憲法は、集団的自衛権の行使や戦力の保持を厳しく排除している。従つて、自衛隊の派遣はもちろん、現地

用は 「違憲」とされている。私たちは、その憲法を持つ日本が、軍事力を背景に航行の安全を確保 しようとすることは、平和

を求めて努力を重ねてきた多くの船員や海事関係者の願いを踏みにじるものであると考える。私たちは、海上の安全と平和を

心から願つているが、海賊の被害から海上輸送の安全を確保するとの日実で自衛艦を派遣することは、違憲であるばかリカ

のための武力行使が、海上の平和と安全を脅かすのではないかと危倶している。

アデン湾 ・スエズ運河経由の航路はコンテナ船が主体で、石油や鉄鉱石、石炭などの産業用資源や、食料 ・生活物資の占める

合は極めて少ない。またヨーロッパ航路がスエズ運河を回避 して、大平洋 ・パナマ運河経由では約2,000マイル5日間、喜

りでも約3,000マイル8日間の遠航となるが、運河通行料や安全確保の船団航行のための待機時間を勘案すると、運航上の負叫:
ま許容の範囲にあると考える。事実、日本の海運大手企業は長距離輸送によつて増加する燃料費とスエズ運河の通行料金は相純

されるし、船腹過剰の緩和にもつながると、喜望峰廻りを採用している。

いま何故 「自衛艦の派遣」なのか。今回派遣された自衛艦には 「死体安置所」や 「営倉」を設置したと報道されている。明

ヤヽこ「戦闘」を想定した装備で、海上警備行動や船舶の安全確保とは異質の海外派兵にはかならないるこれは平和憲法の空洞化

派兵の公然化以外の何物でもない。

海賊対策で重要なことは、沿岸諸国の連携した海上警備活動の確立、強化であり、同時に海賊を発生させている地域の民生

定と治安体制の確立である。マラッカ海峡の海賊対策では、近隣諸国の協力と、特に日本からの警備艇の供与とその教育訓

よどが大きな成果をあげているが、その教訓に学ぶべきである。

折しも、ケニアに向かう自動車運搬船ジャスミンエースが、ノマリア束方約900キ ロの洋上で海賊に銃撃された。政治家

の想定するアデン湾の 「安全回廊での船団護衛」の限界を示すものだ。私たちは、軍艦で護らなければならない海域に

を就航させること自体に反対する。

私たちは、平和な海、世界の平和を実現するために、憲法九条を実現するために、 「海賊対処」に名を借りた海外派兵と
●

●

●

諏 に強く反対する。

2009年 3月   海 運九条の会

禍根 を残す新法可決

海賊の出没する海域を敢

えて航行するのは何故か。

素朴な疑間である。

アデン湾を航行しない場

合、日本経済に与える影響

の度合いは正確に検証され

ているのか。アデン湾通航

船の日本人乗組員の実数や

通過貨物の実態などが把握

されているのか。 日本関係

船に限定する海上警備行動

の発令による海自派遣は、

ノマリア沖の実態から、船

員法14条の人命救助を用い

ざるを得ない事態に陥り、

日本人乗組員よりむしろフィ

リッピン人をはじめとする

外国人船員が配乗されてい

る便宜置籍船を含むすべて

の船舶を対象とする新法制

定まで突き進んでしまった。

「海賊被害が深刻化する緊

急事態」対処だけが最優先

され、海賊をなくす方策が

後回しにされィていることを

憂慮する。

そもそも、船主 ・運航者

がアデン湾を就航 させる選

択も、一義的に経済効率性

に依拠しているのであって、

軍艦によつて護衛 してもら

わなければ、航行の安全が

確保されない航路を選択し、

海自艦の派遣を要請するな

どは、身勝手といわれても

仕方がない。 (尤も、自衛

隊を海外派遣 したくてしょ

うがない一部の政治家にとつ

ては、最大限に利用する日

実となるであろうが。)

他の安全な航路選択による

経済損失と海 自艦による護

衛の効果を天秤にかける論

理はあまりにも危険で稚拙

である。海賊を軍事力で押

さえ込むなどの発想は、軍

事オタクの机上の空論であ

ることは論を待たない。

アデン湾航路を避けるこ

とにより、海自艦船による

護衛の必然性を排除するこ

とができるではないか。こ

れこそ緊急な海賊対処では

ないのか。実際、心ある外

航海運経営は、そのような

選択をしているではないか。

アデン湾の実情をつまびら

かヤこしないまま、 「海 自派

遣先に有 りき」は、国民の

正常な判断を誤らせる。

各国海軍艦船の派遣後、

海賊襲撃が増加 し行動海域

もアデン湾のみならずノマ

リア東方沖900キ ロに拡大

し、米軍による海賊射殺事

件が発生 してからは、益々

状況は悪化 し出日の見えな

い泥沼に向かつているよう

に見える。ここは、原点に

戻つてソマ リアを始め周辺

国の政治的安定、沿岸警備

活動の支援など経済自立の

援助に力を注ぐことこそ現

実的な対処ではないか。急

がば廻れである。

不況にあえぐ国民の 「た

だ遊んでいる自衛艦を使つ

たらいいじゃないか」とい

う気分 と 「坂の上の雲」が

描 く 「一等国を夢見る明治

の高揚 した気分」が二重写

しに見える。気がついた時

には、後戻 りできない戦争

への道を突っ走っていた苦

い経験を想起すべきである。

(H.0




